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給食の時間における感染対策の変更等について（お願い） 

 

平素から本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症対策については、これまでも感染拡大防止に取り組

んでおりますが、給食の時間における感染対策の変更等について、次のとおり教育委員

会より通知がありました。学校といたしましては、引き続き、新型コロナウイルスの感

染拡大防止と教育活動の継続の両立に取り組んでまいります。 

つきましては、保護者の皆様におかれましても、よろしくご理解ご協力をお願い申し

あげます。 

 

 

（教育委員会からの通知より抜粋） 

１ 給食の時間における感染対策 

 「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（第８版） Ⅲ 教

育活動における留意事項 ５ 給食について」において、喫食にあたっては、「会

話を控える」としておりましたが、食育等、教育的な観点を踏まえ「大声での会

話を控える」とし、「黙食」とする必要はありません。 

 飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしないなどの対策とともに、手指衛

生や適切な換気の確保等の措置を講じるなど、新型コロナウイルスの感染拡大防

止と教育活動の継続の両立に向けて取り組んでください。 

 幼稚園の昼食については、上記の内容も参考にしてください。 

 

２ マスクの着用について 

 マスクの着用の考え方については、これまでも通知しておりますが、児童生徒

等のコミュニケーションへの影響に関する指摘もあることから、引き続き、活

動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう、適切

に取り組んでください。 

 様々な事情によりマスクの着用が困難な児童生徒等やワクチン未接種の児童生

徒等へ心無い発言をしたり、新型コロナウイルス感染症に関連したからかいな

どが生起したりしないよう、指導をお願いします。 

 

 


